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と
ど
め
、
更
な
る
取
り
決
め
や
詳
細
に
つ
い
て
は
会
員

企
業
に
判
断
を
委
ね
て
い
る
。
ま
た
、
安
全
帯
は
法
令

改
正
に
よ
り
「
墜
落
制
止
用
器
具
」
と
名
称
が
変
更
さ

れ
て
い
る
が
、
厚
生
労
働
省
で
は
従
来
通
り
「
安
全
帯
」

と
い
う
呼
称
を
用
い
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
建
設
業
関
係
者
が
理
解
し
や
す
い
よ

う
「
安
全
帯
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

　
高
さ
が
二
㍍
以
上
の
箇
所
で
、
作
業
床
を
設
け
る
こ

と
が
困
難
な
時
ま
た
は
墜
落
の
お
そ
れ
が
あ
る
作
業
床

の
端
部
等
に
囲
い
や
手
す
り
等
を
設
け
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
な
時
に
労
働
者
が
使
用
す
る
安
全
帯
は
、
フ
ル

ハ
ー
ネ
ス
型
が
基
本
と
な
る
が
、
万
一
の
墜
落
時
に
フ

ル
ハ
ー
ネ
ス
型
を
着
用
し
て
い
る
労
働
者
が
地
面
に
到

達
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
胴
ベ
ル
ト
型
を
着
用

し
て
い
た
ほ
う
が
よ
り
安
全
な
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、

建
設
業
界
で
は
胴
ベ
ル
ト
型
の
着
用
が
安
全
文
化
と
し

て
定
着
し
て
お
り
、
労
働
者
の
安
全
意
識
の
向
上
を
図

っ
て
い
く
上
で
、
胴
ベ
ル
ト
型
は
重
要
な
役
割
を
果
た

し
て
来
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
、
関
係
法
令
及
び
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
、
胴
ベ
ル
ト
型
の
有
用

性
を
十
分
に
評
価
・
考
慮
し
た
上
で
推
奨
基
準
を
示
し

た
も
の
で
あ
り
、
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
型
と
胴
ベ
ル
ト
型
の

安
全
帯
が
、
そ
れ
ぞ
れ
適
切
に
選
定
・
使
用
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

建
設
工
事
に
お
け
る
安
全
帯
の

 「
活
用
指
針
」を
提
示

　
日
建
連
の
安
全
委
員
会
（
伊
藤
寛
治
委
員
長
﹇
飛
島

建
設
㈱
会
長
﹈）
は
、
安
全
帯
に
係
る
法
令
改
正
に
よ

り
、
高
さ
が
六
・
七
五
㍍
を
超
え
る
箇
所
に
お
い
て
安

全
帯
の
使
用
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
作
業
を
行
う
場

合
に
は
、
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
型
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

旨
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
及
び
厚
生
労
働
省
が
策
定
し

た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
一
般
的
な
建
設
作
業
の
場
合
に
は

五
㍍
を
超
え
る
箇
所
で
は
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
型
の
使
用
を

推
奨
す
る
と
規
定
し
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
建
設
労

務
安
全
研
究
会
の
協
力
を
得
て
「
建
設
工
事
に
お
け
る

〝
墜
落
制
止
用
器
具
（
通
称
「
安
全
帯
」）〞
に
係
る
『
活

用
指
針
』」
を
取
り
ま
と
め
、
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局

安
全
課
及
び
建
設
業
労
働
災
害
防
止
協
会
の
了
解
を
得

た
上
で
昨
年
十
二
月
、
会
員
企
業
に
提
示
し
た
。

　
活
用
指
針
で
は
、
建
設
事
業
者
が
自
主
的
に
講
じ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
措
置
も
含
め
、
作
業

時
の
状
況
及
び
作
業
時
の
高
さ
別
に
、
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス

型
と
胴
ベ
ル
ト
型
の
安
全
帯
の
ど
ち
ら
を
使
用
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
か
と
い
う
推
奨
基
準
を
定
め
て
お
り
、

当
該
基
準
を
一
覧
表
及
び
イ
ラ
ス
ト
で
示
す
こ
と
に
よ

り
、
会
員
企
業
が
安
全
帯
を
選
定
す
る
際
の
指
針
と
し

て
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　
な
お
、
建
設
現
場
に
お
け
る
作
業
は
多
種
多
様
で
画

一
的
な
基
準
が
そ
ぐ
わ
な
い
場
合
な
ど
も
想
定
さ
れ
る

た
め
、
活
用
指
針
は
基
本
的
な
選
択
肢
を
提
示
す
る
に

活
用
指
針
の
基
本
的
考
え
方

◆活用指針は、右記のページでご覧いただけます。https://www.nikkenren.com/rss/pdf/1246/anzen_anzentaishishin_p.pdf

作業時
の状況

作業時
の高さ

ケースＡ１
※特別教育対象

（胴ベルトの場合を除く）
ケースＡ２ ケースＢ ケースＣ ケースＤ1 ケースＤ2 ケースＥ

※特別教育対象

墜落のおそれあり 墜落のおそれがある箇所には、囲い・手すりの　　　　　　設置等の墜落防止措置が講じられている　　　 墜落のおそれあり

作業床を設けることが困難
なとき

※安衛則518条2項

作業床はあるが、囲い・手
すり等を設けることが著し
く困難なとき

※安衛則519条2項

作業床を設けることが困難
な箇所又は作業床はあるが
囲い・手すり等を設けるこ
とが著しく困難な箇所への
通行・昇降のとき

※�通路に墜落防止措置が講じられて
いる場合

作業床があり、囲い・手す
り等を設けている箇所で作
業を行うとき

作業床があり、囲い・手す
り等を設けている箇所への
通行・昇降のとき

ブーム式高所作業車を用い
て作業を行うとき

※�構造規格に基づき作業床には囲い
等が設けられているが、作業床は
不安定であり、法的に使用義務が
課せられている

※安衛則194条の22

垂直昇降式高所作業車を用
いて作業を行うとき

柱上作業等でワークポジショ
ニング作業を行うとき

※�Ｕ字吊り用器具は単独では使用不
可（安全帯の併用が必要）

※安衛則518条2項

作業例

①鉄骨の梁取付作業
②山留めの切梁取付作業
③単管抱き足場組立作業

①外壁の取付作業
②作業床端部への手すりの取付作業

①�タラップ、はしごを使用する昇降
　（安全ブロック等を使用）
②�手すり、中桟がある階段を使用す
る昇降

①手すり等がある場所で行う作業
　（配筋・電気・設備工事等）
②�手すり、中桟がある階段を使用す
る昇降

ブーム式高所作業車を使用して行う
作業

垂直昇降式高所作業車を使用して行
う作業

電柱作業

6.75m

（1）ア
「フルハーネス型」
［法的に使用義務あり］

（1）イ
「フルハーネス型」
［法的に使用義務あり］

（1）ウ
「フルハーネス型」
［法的には使用不要］

（3）ア・ウ
「胴ベルト型」で
差し支えない
［法的には使用不要］

（1）エ
「フルハーネス型」
［法的に使用義務あり］

（2）エ
「胴ベルト型」で
差し支えない
［法的には使用不要］

（1）オ
「フルハーネス型」
［法的に使用義務あり］

5m

（1）ア
「フルハーネス型」
［法的に使用義務はあるが

胴ベルト型でも可
ガイドラインではフルハーネス型］

（1）イ
「フルハーネス型」
［法的に使用義務はあるが

胴ベルト型でも可
ガイドラインではフルハーネス型］

（1）ウ
「フルハーネス型」
［法的には使用不要］

（1）エ
「フルハーネス型」
［法的に使用義務はあるが

胴ベルト型でも可
ガイドラインではフルハーネス型］

（1）オ
「フルハーネス型」
［法的に使用義務はあるが

胴ベルト型でも可
ガイドラインではフルハーネス型］

2m

（2）ア
「胴ベルト型」で
差し支えない

［法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

（2）イ
「胴ベルト型」で
差し支えない

［法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

（2）ウ
「胴ベルト型」で
差し支えない
［法的には使用不要］

（2）エ
「胴ベルト型」で
差し支えない

［法的に使用義務はあるが
胴ベルト型でも可］

備考

※�ケースA1、A2及びBの場合で、高さが5ｍを超える箇所と5ｍ以下の箇所を行き来する場合には、着用している安全帯をその都度
交換することは実際的ではないことを十分考慮する必要があります。

※�高さが5ｍ以下の箇所で作業を行う場合には、万一墜落した場合に被災者が地面に到達するおそれを極力生じさせないようにする
ため、ロック機能付き巻き取り式ランヤードを備えた安全帯を選択したり、安全帯の取付設備を出来るだけ高い位置に設ける等
の措置を講じる必要があります。

※�高所作業車を用いて作業を行うときの「高さ」は、実際の作業
時における作業床の高さで判断します。
※�ケースD1の場合で、高さが5ｍを超える箇所と5ｍ以下の箇所
の双方で作業を行う場合には、着用している安全帯をその都
度交換することは実際的ではないことを十分考慮する必要が
あります。

※�頭上にフック等を掛けられ
る構造物がないことにより
フルハーネス型着用者が地
面に到達するおそれがある
場合は、「胴ベルト型」の使
用も認められます。

安全帯の使用基準（推奨）

※特別教育対象外の作業においても「フルハーネス型」安全帯の適切な使用方法を学んでもらうために特別教育を受講することを推奨します。


